
日常生活自立支援事業について

（「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」に関するフォローアップ）

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

平成26年4月8日消費者委員会本会議説明資料
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平成26年度日常生活自立支援事業取組方針

○当事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分

な者に対する権利養護の観点から極めて重要な事業である。

○平成25年度より「安心生活基盤構築事業」の一事業として位置づけ、成年後

見制度への移行支援や権利擁護の観点からの相談体制の充実、成年後見制

度への連携強化のための拠点（権利擁護センター等）の設置等に係る必要な

費用について補助対象としたところである。

○平成26年度においても、同様に補助していくとともに、全国社会福祉協議会と

も連携しながら事業を推進していく。
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○ 住民参加による地域づくりを通じて、地域住民の社会的孤立を防ぎ、誰もが社会との「絆」を感じな
がら、安心して生活できる基盤を構築していくため、「安心生活創造事業」の基本理念（抜け漏れのな
い把握、漏れのない支援、自主財源の確保）を引き継ぐとともに、これまでの安心生活創造事業の成
果・課題を踏まえ、分野横断的な相談支援体制の構築や権利擁護の推進等を実施する総合的な取組へと
拡充して実施。(平成2６年度予算案：セーフティーネット支援対策等事業費（１５０億円）の内数)

①安心生活創造推進事業
○事業内容
（１）基本事業
・抜け漏れのない実態把握
・社会的な孤立者等の所在及びニーズ把握

・生活課題検討・調整事業
・個別支援のための支援内容の検討・調整
（ケース会議の開催等）

・抜け漏れのない支援実施事業
・買い物支援等の生活支援サービスやサロン等の居場所
づくりの実施 等

・地域支援活性化事業
・地域福祉の調整役(コーディネーター)の配置 等
・住民参加型まちづくり普及啓発事業
・参加を促すイベントや研修による人材確保 等
・自主財源確保事業（第Ⅱ期からの実施も可能）
・寄付や物販等を通じた財源の確保

（２）選択事業（基本事業の上乗せとして実施）
・高齢・障害等を問わない福祉横断的な相談体制を構築
・多機能型・双方向型の包括的サービス拠点の設置
・権利擁護の包括的な取組を行う権利擁護推進センターの
設置 等

○実施主体：都道府県、市区町村
○補助率：定額
第Ⅰ期 基本事業＠1,000万円（人口規模に応じて増
額）、選択事業：@1,000万円
第Ⅱ期 基本事業：@600万円、選択事業：@600万円
○第Ⅰ期（始動期）と第Ⅱ期（発展期）の通算５年間の補助

②日常生活自立支援事業
○日常生活自立支援事業
判断能力の不十分な者への契約等の支援
○実施主体：都道府県・指定都市社会福祉協議会
○補助率：１／２（ただし、生活保護受給者の利用に要する

経費については定額）

事業概要

安心生活創造事業成果報告書（Ｈ２４．８）※平成２１年度～２３年度のモデル事業の成果・課題等を収載
【今後重要と考えられる取組み】
①社会的孤立を防ぐための官民問わない多様な主体との連携・協働 ②総合的な相談支援体制の確立
③地域福祉計画の策定 ④契約支援・権利擁護の必要性 ⑤要援護者も社会参加・自己実現できる仕組み
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（高齢・障害等を問わない窓口の一本化）

・全市的地域包括支援ネットワークの構築
（地域福祉のコーディネーターの支援）

※地域包括支援センター等の活用により設置

身近な地域包括支援ネットワークの構築
・支援を必要とする者の発見・ニーズの把握、支援の実施
・関係者間の情報の共有

地域における社会的孤立防止体制の構築イメージ

・地域住民、支援者からの相談
・ネットワークからの孤立者等の情報

ネットワークを活用した支援
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・相談支援（地域福祉のコーディネーター）
（制度・サービス利用へのつなぎ（個別支援）、
ネットワーク会議の開催、地域活動支援等）

・移動サービス（交通手段の確保）

・サロン等の開設（支援員の設置）
（家族介護者、ひきこもりなど地域の課題に応じ
た多様な設置）

・公的サービス（介護・医療等）
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※地域福祉のコーディネーターを多機
能型・双方向型の拠点に配置する例

安心生活基盤構築事業
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＜目的＞
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ
スの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

＜実施主体＞
都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社
会福祉協議会等（基幹的社協等）に委託できる。平成２５年度の基幹的社協等は１，００４ヵ所。

＜対象者＞
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している
と認められる者。

＜援助内容＞
① 福祉サービスの利用援助
② 苦情解決制度の利用援助
③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に
関する援助等

④ ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用
者の日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。（1ヶ月の平均利用回数は約2回、
利用料の平均1回1,200円）

日常生活自立支援事業について
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○ 専門員（原則常勤）と生活支援員（非常勤）により実施。
＊全国１，００４ヵ所の基幹的社協等に１，９３８人の専門員と１３，８９１人の生活支援員が配置
（Ｈ２５年９月末現在）。

○ 専門員は、相談の受付、申請者の実態把握や本事業の対象者であることの確認業務、支援計画
作成、契約締結業務、生活支援員の指導等を行い、生活支援員は、専門員の指示を受け具体的
な援助を提供。

担い手・実施方法
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アセスメント プラン サービス提供 モニタリング

＊介護保険法、障害者自立支援法のケアマネジメントと同様のプロセス

実施

担い手・実施方法、援助のプロセスについて
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① 親族・介護保険事業所や福祉課、保健師など周囲の気づき
＊利用料の滞納、利用調整のトラブル、債務、悪質商法被害などが契機

② 本人との関係づくり
＊制度理解に向け、繰り返しの訪問や連絡
＊専門員に馴染んでもらう(本人は内心金銭管理や数々の「わからなくなって
しまったこと」に精神的負担感を持っていることが多い)

③ 家族調整
＊制度理解と契約内容の調整

④ 契約前の調整
＊債務処理のため法律相談に同行したり、その後の手続き支援を行う
＊通帳の再発行や印鑑証明の発行手続きを行う

⑤ 契約締結審査会に書類作成・提出

⑥ 契約締結審査会出席

⑦ 審査結果を受け契約。支援計画の作成。

⑧ 生活支援員の手配

⑨ 生活支援員との顔合わせ
＊慣れるまで数回同行することあり

⑩ 生活支援員に毎回、通帳と印鑑を渡す。受け取る。残高確認、
領収書との付け合せを行う

⑪ 生活支援員から利用者の状況報告を受ける

⑫ ケース会議を開く

⑬ 貸金庫に入れてある利用者の通帳から、生活費分を管理通帳
に移し、社協金庫に保管する

⑭ 利用者からは、混乱するとしばしば連絡が入るので対応する

⑮ 判断力低下が進み代理が必要と判断された場合、成年後見制
度につなげる手続きを行う

⑯ 日々の記録をつける

① 生活支援員が自宅から基幹的社協等に行く

② 専門員から生活支援員に支援内容の指示。通帳や印鑑を生
活支援員に渡す

③ 生活支援員が利用者宅を訪問

④ 生活支援員が郵便物の内容、請求書の内容、本人の様子を
確認

⑤ 生活支援員が金融機関に払い出しに行く（もしくは同行する）

⑥ 金融機関から払い出したお金で、振り込み手続きや支払いに
行く（もしくは同行する）

⑦ 利用者宅にもどり領収書と払い出し内容を利用者と確認する

⑧ 基幹的社協等に戻り専門員に報告。通帳と印鑑を返却。残高
と領収書を確認

⑨ 記録する

⑩ 自宅に戻る

生活支援員

銀行等事業所等

社協等
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員

生活支援員 利用者宅
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専門員と支援員の動き A市の例


